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第２４期 第 10 回総会 

別 海 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

（令和３年３月２６日） 

 

 

〇開催日時  令和３年３月２６日（金） 

午前１０時００分から午前１１時００分 

 

〇開催場所  別海町役場 ４階 議場 

 

〇議事日程  

日程第 １ 報告第１号 農地法第４条の許可書の交付について 

日程第 ２ 報告第２号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人

の定期報告について 

日程第 ３ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ４ 議案第２号 別海町農用地利用集積計画の決定について 

日程第 ５ 議案第３号 賃借料情報の提供について 
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〇出席委員（２６名） 

会     長 ２７番 小 野 榮 一                

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝                

 

１番 及 川 哲 夫   ２番 山 崎   茂   

３番 齊 藤 主 夫   ４番 市 川 義 晴   

５番 石 毛   剛   ６番 藤 田 浩 義   

７番 中 洞   薫   ８番 加 藤 真 純   

９番 畠 山 友 子  １０番 大 内 敏 光   

１１番 芳 賀   均  １２番 中 村 繁 男   

１３番 小 島   敏  １４番 羽 石 健 一   

１５番 加 藤 和 広  １６番 内 藤 宏 幸   

１７番 阿 部   浩  １８番 藤 井   実   

 ２０番 浦 山 宏 一  ２１番 山 田 良 雄   

 ２２番 押 田 賢 二  ２３番 林   武 雄   

２４番 伊 藤 一 吉  ２５番 竹 花 新 吉   

 

〇欠席委員（１名） 

１９番 木 幡   誠                

 

〇農業委員会事務局出席職員 

  事  務  局 事務局長 中 村 公 一 

  総 務 担 当  主幹   木 直 人 

  農地調整担当  主査  藤 巻 成 司 

  農地調整担当  主任  山 下 真 弘 

  農地調整担当  主任  川 原 浩 貴 

  農地調整担当  主事  佐 藤 大 樹 

 

 

〇傍聴人（０名） 

 

 

〇議事録署名委員       

１７番 阿 部   浩  １８番 藤 井   実   
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を

記載したものである。 

 

 

令和  年  月  日 

 

署名者 

 

議   長  小 野  榮 一  ㊞ 

 

議席１７番  阿 部    浩  ㊞ 

 

議席１８番  藤 井    実  ㊞ 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会宣言 

〇事務局（中村事務局長） 

定刻になりましたので小野会長より御挨拶をいただき、総会を始めさせて

いただきます。 

〇小野会長 

皆さんおはようございます。 

（会務報告がある） 

本日は報告２件、議案３件ですので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（小野会長） 

それでは、ただいまから第１０回農業委員会総会を開催いたします。 

ただいま出席している委員は２６名でございます。 

定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開催させていただきます。 

なお、欠席委員につきましては１９番木幡委員です。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。 

始めに議事録署名委員を会議規則第１９条の規定により議長において指名

いたします。１７番阿部委員、１８番藤井委員。以上２名を指名しますので、

よろしくお願いいたします。それでは、議事に入ります。 

 

◎日程第１ 報告第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第１ 報告第１号「農地法第４条の許可書の交付について」を議題に

供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第１号、農地法第４条の許可書の交付について。農地法第４条第１項

の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北海道農業会議に意

見聴取した結果、許可相当とする回答があり許可書を交付したので、別海町

農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

本件は１２月２１日開催の第７回総会で御審議いただいた案件で申請時に

おける計画どおりですので詳細については朗読を省略させていただきます。

許可日につきましては第１号の株式会社サニープレイスのロール置き場、第

２号の株式会社西崎牧場の農業用施設建設ともに、北海道農業会議の意見聴

取日であります２月１９日としております。以上で報告第１号の内容説明を

終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第１号の事務局説明が終わりました。この案件につきましては知事許
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可案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは報告第１号

につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第１号を承認することに御異議ございせん

か。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに 

決定します。 

 

◎日程第２ 報告第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第２ 報告第２号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法

人の定期報告について」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第２号、農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報

告について。次の者から農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人

報告書の提出があったので報告する。今月は２件の報告がありました。いず

れも農地法第２条に基づく事業要件、議決権要件及び役員要件の全てを満た

しておりました。法人名、決算期等については記載のとおりですので朗読を

省略させていただきます。以上で報告第２号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第２号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても

法人の定期報告ですので事務局説明のみとさせていただきます。 

それでは、報告第２号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質

問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第２号を承認することに御異議ございせん

か。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに

決定します。 



 7 

 

◎日程第３ 議案第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第３ 議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について。次の者

から農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可

の決定を求める。農地法第３条の許可申請につきましては、別添資料の調査

書のとおり、農地法第３条第２項の各号に該当していないことを確認してい

ますので併せてご覧ください。 

第１号、申請人の住所氏名、貸人、上風連２３２番地の２０、信田豊實。

借人、上風連２３２番地の２０、信田洋司。許可を受けようとする土地の表

示、上風連２０７－５外２５筆、合計６３万９，６４４㎡。許可を受けよう

とする理由、貸人は経営の主体である長男に全地使用貸借するもので、借人

は父から全地使用貸借を受けるものである。貸借期間は許可日から３０年間

です。次号の許可を受けようとする理由については同文ですので朗読を省略

させていただきます。 

第２号、申請人の住所氏名、貸人、中春別２３８番地の５２、本田一郎。

借人、中春別２３８番地の５２、本田剛。許可を受けようとする土地の表示、

中春別２３７－４外２４筆、合計６１万２，９７１㎡。貸借期間は令和３年

４月２８日から３０年間です。 

第３号、申請人の住所氏名、貸人、中西別１４７番地の７、森嶋清。中西

別１４７番地の７、有限会社森嶋牧場 代表取締役 森嶋清。許可を受けよ

うとする土地の表示、中西別１３５－８外３２筆、合計６０万１，９６１㎡。

許可を受けようとする理由、貸人は農地所有適格法人に使用貸借するもので、

仮人は使用貸借を受けて農地所有適格法人を経営するものである。貸借期間

は令和３年４月２７日から３０年間です。 

第４号、申請人の住所氏名、貸人、西春別８５番地の２、高橋泰雄。借人、

西春別８５番地の２、高橋豊。許可を受けようとする土地の表示、西春別７

０－３外９筆、合計２３万４７６㎡。許可を受けようとする理由、貸人は経

営の主体である長男に全地使用貸借するもので、借人は父から全地使用貸借

を受けるものである。貸借期間は許可日から３０年間です。次号から第１０

号までの許可を受けようとする理由については同文ですので朗読を省略させ

ていただきます。 

第５号、申請人の住所氏名、貸人、西春別２６５番地の１２、佐々木正人。

借人、西春別２６５番地の１２、佐々木敏明。許可を受けようとする土地の

表示、西春別２５０－５外２７筆、合計５３万３，３３１．１９㎡。貸借期

間は許可日から３０年間です。 
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第６号、申請人の住所氏名、貸人、西春別４１２番地の５８、上川床一雄。

借人、西春別４１２番地の５８、上川床真幸。許可を受けようとする土地の

表示、西春別４０７－３５外２７筆、合計１２３万３，４０３㎡。貸借期間

は許可日から３０年間です。 

第７号、申請人の住所氏名、貸人、上春別３４番地の１、水足隆志。借人、

上春別３４番地の２０、水足淳。許可を受けようとする土地の表示、上春別

３３－３外１５筆、合計４８万９，２５３㎡。貸借期間は許可日から４０年

間です。 

第８号、申請人の住所氏名、貸人、上春別４５番地の１１、小川彦市。借

人、上春別４５番地の１１、小川義一。許可を受けようとする土地の表示、

上春別３０－５外１７筆、合計４４万５，６８２㎡。貸借期間は許可日から

３０年間です。 

第９号、申請人の住所氏名、貸人、上春別３０１番地の４、村山力。借人、

上春別３０１番地の４、村山清。許可を受けようとする土地の表示、上春別

３００－３外１４筆、合計２９万３，８２７㎡。貸借期間は許可日から３０

年間です。 

第１０号、申請人の住所氏名、貸人、上春別１６４番地の５、角田英夫。

借人、上春別１６４番地の５、角田建一。許可を受けようとする土地の表示、

上春別１４１－４外７筆、合計３７万６，１２１㎡。貸借期間は許可日から

４０年間です。 

第１１号、申請人の住所氏名、貸人、上春別１９３番地の４３、中山和子。

借人、上春別１９３番地の４３、中山成実。許可を受けようとする土地の表

示、上春別１５３－４外２５筆、合計５０万５，０１９㎡。許可を受けよう

とする理由、貸人は経営の主体である長男に全地使用貸借するもので、借人

は母から全地使用貸借を受けるものであります。貸借期間は許可日から３０

年間です。 

第１２号、申請人の住所氏名、貸人、上春別１４９番地の４、前嶋正仁。

借人、上春別１４９番地の２６、前嶋洋希。許可を受けようとする土地の表

示、上春別１４７－３外２７筆、合計７２万３０３㎡。許可を受けようとす

る理由、貸人は経営の主体である長男に全地使用貸借するもので、借人は父

から全地使用貸借を受けるものである。貸借期間は許可日から４０年間です。 

以上で議案第１号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

議案第１号の事務局説明が終わりました。ここで調整に当たられた委員の

説明を求めたいと思います。１号を１３番小島委員。２号を１６番内藤委員。

３号を１８番藤井委員。４号を１０番大内委員。５号を４番市川委員。６号

を２５番竹花委員。７号と８号を１５番加藤和広委員。９号を１４番羽石委

員。１０号を７番中洞委員。１１号と１２号を２０番浦山委員。それでは１

号につきまして小島委員説明をお願いいたします。 

〇１３番 小島委員 
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はい、説明いたします。信田豊實さん、洋司さん親子間での使用貸借で契

約期間が切れるため３０年間の期間で継続するということです。よろしくお

願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして２号を内藤委員お願いいたします。 

〇１６番 内藤委員 

これまでも使用貸借していましたが、期限到来による再設定となりますの

でよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして３号を藤井委員お願いいたします。 

〇１８番 藤井委員 

森嶋清さんの継続案件です。また３０年間の契約になっております。よろ

しくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして４号を大内委員お願いいたします。 

〇１０番 大内委員 

  高橋泰雄さんと豊さんですが今までも貸借していた継続案件です。よろし

くお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして５号を市川委員お願いいたします。 

〇４番 市川委員 

  佐々木正人さんと佐々木敏明さんの使用貸借で期限が到来することで３０

年間の再度契約です。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして６号を竹花委員お願いいたします。 

〇２５番 竹花委員 

  これまでも使用貸借していましたが父の一雄さんと経営者の真幸さんとの

期限到来による再設定となります。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして７号と８号を加藤和広委員お願いいたします。 

〇１５番 加藤和広委員 

  はい、これも同じく継続案件ですが水足淳さんは規模拡大に向けて頑張っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

  ８号の小川さんも義一さんが経営の中心となって頑張っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして９号を羽石委員お願いいたします。 

〇１４番 羽石委員 

  村山清さんが父の力さんから使用貸借しており、期限到来の更新案件です

のでよろしくお願いします。 
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〇議長（小野会長） 

続きまして１０号を中洞委員お願いいたします。 

〇７番 中洞委員 

  これまでも使用貸借してまいりましたが期限の到来によります再設定です

のでよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして１１号と１２号を浦山委員お願いいたします。 

〇２０番 浦山委員 

  １１号の中山さん親子、１２号の前嶋さんも親子でございますけれども、

同様に今までの使用貸借期間が到来しましたので中山さんが３０年、前嶋さん

が４０年で再設定する案件でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第１号の委員説明が終わりました。ここで議案第１号につきま

して質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第１号を原案のとおり許可することに

決定します。 

 

 

◎日程第４ 議案第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第４ 議案第２号「別海町農用地利用集積計画の決定について」を議

題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（川原主任） 

議案第２号、別海町農用地利用集積計画の決定について。別海町農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想第５の１の（６）による計画について、

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項により決定を求める。本件は全部で

１１件ございます。全て利用権の設定を更新した案件となっております。 

第１号、利用権の設定を受ける者。中西別３４番地の２１、清水彰。利用

権を設定する土地、中西別３３－１外８筆、計１４万７,４８９㎡。利用権の

設定をする者、中西別３２番地の３、羽石利昭。設定する利用権、利用権の

種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和３年４月２６日、終期、



 11 

令和８年４月２５日。借賃、年間３９万３,０００円。借賃の支払いの方法、

毎年１１月３０日までに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関

係、賃貸借。調整委員、藤井委員、林委員。 

次号から第３号までの始期、終期、借賃の支払いの方法及び調整委員と次

号から第１１号までの利用権の種類、当事者間の法律関係については同文で

すので朗読を省略いたします。 

第２号、利用権の設定を受ける者、中西別５３番地の４３、飯井智一。利

用権を設定する土地、中西別４３－２、計５万６,１９８㎡。利用権の設定を

する者、中西別３２番地の３、羽石利昭。設定する利用権、内容、牧草畑と

して利用。借賃、年間１３万円。 

第３号、利用権の設定を受ける者。中西別３４番地の２１、清水彰。利用

権を設定する土地、中西別３３－４７、計１,５０９㎡。利用権の設定をする

者、中西別３２番地の３、羽石正昭。設定する利用権、内容、採草放牧地と

して利用。借賃、年間２,０００円。 

第４号、利用権の設定を受ける者、西春別１３１番地の１８、大内農場株

式会社 代表取締役 大内佑輝。利用権を設定する土地、西春別６４－３外

３筆、計１１万２,２０８㎡。利用権の設定をする者、中標津町計根別本通り

西２の４、小松昇太郎。設定する利用権、内容、牧草畑及び採草放牧地とし

て利用。始期、令和３年４月１日。終期、令和６年３月３１日。借賃、年間

３１万円。借賃の支払いの方法、毎年８月３１日までに指定口座に振り込む

ものとする。調整委員、及川委員、木幡誠委員。 

第５号、利用権の設定を受ける者、西春別１２５番地の２６、庄司靖弘。

利用権を設定する土地、西春別２２５－１、計、５万㎡。利用権の設定をす

る者、西春別２００番地の４、橋本敏雄。設定する利用権、内容、牧草畑と

して利用。借賃、年間２０万円。借賃の支払いの方法、毎年８月３１日及び

１０月３１日の２回に分けて指定口座に振り込むものとする。調整委員、中

村委員、大内委員。次号から第１０号までの設定する利用権の内容、次号か

ら第１１号までの始期については同文ですので朗読を省略させていただきま

す。 

第６号、利用権の設定を受ける者、上春別６６番地の２、有限会社ケー・

アイ牧場 代表取締役 石本大輔。利用権を設定する土地、大成９２－１外

１筆、計４万６４５㎡。利用権の設定をする者、大成９０番地の４、村上宗

繁。設定する利用権、借賃、年間１４万円。借賃の支払いの方法、毎年１０

月３１日までに指定口座に振り込むものとする。調整委員、加藤和広委員、

信夫委員。次号から第９号までの利用権の設定をする者、次号から第１１号

までの借賃の支払いの方法及び調整委員、次号から１０号までの終期は同文

ですので朗読を省略させていただきます。 

第７号、利用権の設定を受ける者、大成９０番地の１、末廣敏和。利用権

を設定する土地、大成９０－３外２筆、計１２万８,８１８㎡。設定する利用

権、借賃、年間３６万円。 



 12 

第８号、利用権の設定を受ける者、大成８３番地の３、佐藤正一。利用権

を設定する土地、大成８４－５、計４万８,９５４㎡。設定する利用権、借賃、

年間１６万８,０００円。 

第９号、利用権の設定を受ける者、大成８６番地の３０、山本開一、利用

権の設定をする土地、大成７７－１７外４筆、計７万６,０８７㎡。設定する

利用権、借賃、年間２２万２,０００円。 

第１０号、利用権の設定を受ける者、上春別６６番地の２、有限会社ケ

ー・アイ牧場 代表取締役 石本大輔。利用権を設定する土地、大成９２－

１０外２筆、計６万７７８㎡。利用権の設定をする者、大成９０番地の２１

村上宗義。設定する利用権、借賃、年間２１万円。 

第１１号、利用権の設定を受ける者、大成８３番地の３、佐藤正一、利用

権の設定をする土地、大成８３－４外９筆、計１４万８,５１０㎡。利用権の

設定をする者、大成９１番地の１３、安田弘和。設定する利用権、内容、牧

草畑及び採草放牧地として利用。終期、令和８年３月３１日。借賃、年間４

８万３,０００円。 

以上で議案第２号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

  はい、議案第２号の事務局説明が終わりました。ここで調整に当たられた

委員の説明を求めます。１号から３号を藤井委員。４号を及川委員。５号を

中村委員。６号から１１号までを加藤和広委員お願いいたします。 

  ここで、４号につきまして大内委員の御子息の案件ですので、農業委員会

等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規定に基

づき議事参与制限により一時退席を求めます。 

（１０番 大内委員、一時退席） 

〇議長（小野会長） 

  それでは及川委員説明をお願いします。 

〇１番 及川委員 

はい、説明します。継続案件でして同一条件で新たに３年間賃貸すること

になりました。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

それでは議案第２号の第４号につきまして質疑を受けたいと思います。何

か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 
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挙手なしということですので、議案第２号の第４号につきまして原案のと

おり許可することに決定します。 

（１０番 大内委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

それでは１号から３号につきまして藤井委員お願いいたします。 

〇１８番 藤井委員 

ご説明いたします。１号から３号は同じ羽石さんの土地ですが１号と２号

の利昭さんは父親で３号の正昭さんが息子さんです。一部息子さんの土地が

あるということで二つに分かれております。これも継続案件でして同条件で

継続しております。以上です。 

〇議長（小野会長） 

  続きまして５号を中村委員お願いいたします。 

〇１２番 中村委員 

説明いたします。５号、庄司靖弘さんが橋本敏雄さんから借りている農地

の更新案件です。同条件で１０年間貸し借りの更新をするということになり

ましたので、よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

  続きまして６号から１１号につきまして加藤和広委員お願いいたします。 

〇１５番 加藤和広委員 

はい、お答えいたします。６号から１０号は村上さんの土地ですが、親子

それぞれの名義になっておりまして、１０号が息子さんの宗義さんのものに

なっております。今まで５年間の契約でしたが、今回１０年に延長して同額

で更新することになりましたのでよろしくお願いいたします。 

１１号につきましては安田さんの土地ですけど、これも５年間同額で継続

する案件ですのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第２号の委員説明が終わりました。それでは、議案第２号の４

号を除きまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。は

い、２番山崎委員。 

〇２番 山崎委員 

利用権の５号、庄司さんの案件の設定期間を委員説明では１０年と言われ

たのですが、議案では１０月３１日になっていますので１０年超えています

よね。 

〇事務局（川原主任） 

１０年間で更新するということでしたが、１０月３１日にした理由としま

しては、春先に終了するとその年が使えないということで秋口の１０月３１

日まで期限を延ばして更新したいということで調整して１０月３１日までに

延長しています。正確には１０年７か月となります。 

〇議長（小野会長） 

そのほか何かご質問ございませんか。 
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〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入ります。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（会長） 

挙手なしということですので、議案第２号の４号を除きまして原案のとお

り許可することに決定します。 

 

 

◎日程第５ 議案第３号 

〇議長（小野会長） 

日程第５ 議案第３号「賃借料情報の提供について」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（川原主任） 

議案第３号、賃借料の情報提供について、農地法第５２条の規定に基づく

農地の賃借料情報について、次のとおり提供を行うものとする。本件は議案

書記載のとおり牧草畑について各推進委員会別に１ヘクタール当たりの平均

額、最高額、最低額及びデータ数を記載しております。集計に当たりまして

は、令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までのデータを集計してお

ります。賃借料情報につきまして本総会議決後に町ホームページ等を通じて

広く周知したいと考えております。 

また、参考までに別海町全域の平均額を申し上げさせていただきます。平

均額は２万６,２６０円でございます。 

以上で議案第３号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第３号の委員説明が終わりました。ここで議案第３号につきま

して質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第３号を原案のとおり許可することに

決定します。 

 



 15 

◎閉会宣言 

〇議長（小野会長） 

以上で本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第１０回総会を閉会します。 


